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主な手続きの手順 

消防同意手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築基準法第９３条第２項 
消防長又は消防署長は、前項の規定によつて同意を求められた場合においては、当該建築物の計画が法律
又はこれに基づく命令若しくは条例の規定（建築主事又は指定確認検査機関が第６条の３第１項第１号若しくは
第２号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕、大規模の模様替若しくは用途の変更又は同項第３号に掲げる建
築物の建築について確認する場合において同意を求められたときは、同項の規定により読み替えて適用される
第６条第１項の政令で定める建築基準法令の規定を除く。）で建築物の防火に関するものに違反しないものであ
るときは、第６条第１項第４号に係る場合にあつては、同意を求められた日から３日以内に、その他の場合にあつ
ては、同意を求められた日から７日以内に同意を与えてその旨を当該特定行政庁、建築主事又は指定確認検査
機関に通知しなければならない。この場合において、消防長又は消防署長は、同意することができない事由があ
ると認めるときは、これらの期限内に、その事由を当該特定行政庁又は建築主事に通知しなければならない。 
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